
○羽島市防災ステーション条例施行規則 

平成２２年１２月２８日 

規則第４４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、羽島市防災ステーション条例（平成２２年羽島市条例第１８号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用の許可） 

第２条 条例第５条第１項の規定により羽島市防災ステーション（以下「ステーショ

ン」という。）の施設を使用しようとするものは、羽島市防災ステーション使用許

可申請書（別記第１号様式。以下「許可申請書」という。）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 許可申請書は、使用日の属する月の２月前の月の初日から使用日の７日前までに

提出するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

３ 市長は、ステーションの施設の使用を許可したときは、羽島市防災ステーション

使用許可書（別記第２号様式。以下「使用許可書」という。）を当該申請者に交付

するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、ステーションの施設をスポーツ施設として使用しよ

うとするものは、羽島市スポーツ施設予約システム規則（平成２６年羽島市教育委

員会規則第１２号）に規定する予約システムにより、使用の申請をすることができ

るものとする。この場合において、市長は、予約システムにより、施設の使用の許

可を行うことができるものとする。 

５ 市長は、前項の規定により、ステーションの施設の使用を許可したときは、羽島

市防災ステーション使用許可書（別記第２号様式の２）を予約システムにより当該

申請者に交付するものとする。 

（使用中止の届及び使用許可の変更等） 

第３条 ステーションの施設の使用許可を受けたもの（以下「使用者」という。）が、

使用開始前に使用を取りやめようとするとき又は使用許可に係る事項を変更しよう

とするときは、羽島市防災ステーション使用中止・変更申請書（別記第３号様式）

に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、使用日の７日前までに提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による使用中止又は使用変更申請を適当と認めたときは、



羽島市防災ステーション使用中止・変更許可書（別記第４号様式）を使用者に交付

するものとする。 

（使用料の減免） 

第４条 条例第８条第２項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に

掲げるとおりとする。 

(１) 防災活動を支援する団体又は防災活動に従事している団体が使用するとき。 

(２) その他市長が減免することについて特別な理由があると認めたとき。 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、許可申請書に減免を受

けたい旨を記載しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により使用料を減免したときは、使用許可書に減免する旨

を記載するものとする。 

（使用料の返還） 

第５条 条例第８条第３項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするもの

は、羽島市防災ステーション使用料返還申請書（別記第５号様式）を市長に提出し

なければならない。 

（遵守事項） 

第６条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 施設、附属設備及び備品（以下「施設等」という。）をき損し、汚損し、又

は滅失する行為をしないこと。 

(２) 施設等の適正管理及び火災防止に努めること。 

(３) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、ステーションの管理上支障をきたすような行為

をしないこと。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１１月３０日規則第５２号） 

この規則は、令和３年１２月１日から施行する。 



附 則（令和７年１月３１日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の羽島市防災ステーション条例施行規則の規定は、施行の

日以後の申請に係る使用の許可について適用し、同日前にされた申請に係る使用の

許可については、なお従前の例による。 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第２条関係） 

第２号様式の２（第２条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第３条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

 


